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③認可通知  

（不認可の場合

はその旨通知）  

１ 建設業者の地位の承継について（建設業法第１７条の２及び３） 

   令和２年１０月１日の建設業法（以下、「法」という。）改正に伴い、事業承継及

び相続の規定が新設されました。  

   譲渡及び譲受け、合併、分割（以下、事業承継等という）では事前の認可を、相続

では死亡後３０日以内に認可を受けることで、空白期間を生じることなく、事業承継

することが可能になりました。  

  ※個人事業主の法人成りについては、福島県では今回の法改正以前から空白期間が生

じないよう対応しています。  

 

２ 事業承継等（法第１７条の２） 

 (1) 事業承継等の流れ 

 建設業者Ａの地位を建設業者Ｂが承継する場合 

                    事業承継等の日 

建設業者Ａ 

建築（特定） 

 

建設業者Ｂ                   

土木（特定） 

大工（一般）   

 

①事前に事業承継等 

について認可を申請  

  

 

 

       ②許可行政庁にて申請内容の審査  

 

  (2) 承継の対象外とするケース（法第１７条の２各項共通） 

  許可業種の一部のみの承継はできません。 

①一般建設業の許可を受けている者が、その許可に係る建設業のいずれか同一

種類の建設業に係る特定建設業の許可を受けている者の地位を受け継ぐケース 

 

 

 

 

 

 

 

→承継先が鉄筋工事業（一般）を事前に廃業することで承継可 

建設業者Ｂ 

土木、建築（特定） 

大工（一般） 

許可行政庁 

④事業承継等の日に  

建設業許可についても承継  

※空白期間が生じない  

承継元 

土木（特定）  

鉄筋（特定）  

舗装（一般）  

造園（一般）  

承継先 

土木（特定）  

鉄筋（一般）  

舗装（一般）  

造園（一般）  

承継不可 

※一部のみの承継は不可 
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②特定建設業の許可を受けている者が、その許可に係る建設業のいずれか同一

種類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている者の地位を受け継ぐケース 

 

 

 

 

 

 

 

→承継元が鉄筋工事業（一般）を事前に廃業することで承継可 

 

(3) 福島県知事へ認可申請できるケース（アかイのいずれかに該当すること） 

   ア 承継人（譲受人、合併存続法人、分割承継法人）及び被承継人（譲渡人、合併

消滅法人、分割被承継法人）のすべてが福島県知事許可業者である 

   イ 事業承継等後、建設業を営む営業所が福島県内のみである 

    

   ※承継人又は被承継人のうち、１者でも福島県以外の許可を受けた建設業者が含ま

れる場合は、「国土交通大臣」の認可が必要になります。 

    国土交通大臣の認可を受けた場合は、速やかに福島県知事への報告が必要です。 

 

 (4) 認可の要件 

   承継人に係る事業承継等の認可については、建設業許可の要件を満たしているか、

法第７条、法第８条及び法第１５条を準用し、審査します。 

（建設業許可申請の手引 P2-6 参照） 

   なお、認可しようとする承継に係る建設業の許可又は承継人の建設業の許可につい

て、既に付されている条件の取消や変更をしたり、新たに条件を付すこともあります。 

 

 (5)許可番号 

ア 承継人が建設業許可を持っていない場合 被承継人の許可番号を使用する  

イ 承継人が建設業者である場合 承継人が自身又は被承継人の許可番号のい

ずれかを選択できる 

 

(6)許可の期間 

  当該承継の日の翌日から５年間 

  

（7）申請の時期 

  法人設立後でなければ申請できません。（ただし、新設合併、新設分割は除く） 

 

 

承継元 

土木（特定）  

鉄筋（一般）  

舗装（一般）  

造園（一般）  

承継先 

土木（特定）  

鉄筋（特定）  

舗装（一般）  

造園（一般）  

承継不可 

※一部のみの承継は不可 
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③認可通知  

（不認可の場合

はその旨通知）  

 

３ 相続（法第１７条の３） 

 建設業者が死亡した場合において、相続人（※）が被相続人の営んでいた建設業の全

部を引き続き営もうとするときは、相続人は、被相続人の死亡後３０日以内に申請し、

認可を受けなければなりません。 

※ 相続人が複数いた場合、相続人全員が被相続人の営んでいた建設業の全部を承継する相

続人を選定すれば、その選定された者。 

 

 (1) 相続の流れ 

                           ＜相続人＞    

＜被相続人＞             ３０日以内     建設業者Ａ 

建設業者Ａ                      個人事業主Ｙ 

 個人事業主Ｘ 

 

           死亡       

 

 

 

 

 

  

 ②許可行政庁にて申請内容の審査  

 

認可の申請をした場合、申請に対する処分があるまでは、   

相続人は建設業の許可を受けたものとして扱う。 

 

       

(2) 相続の対象外とするケース 

許可業種の一部のみの相続はできません。 

 

①一般建設業の許可を受けている者が、その許可に係る建設業のいずれか同一種

類の建設業に係る特定建設業の許可を受けている者の地位を受け継ぐケース 

 

 

 

 

 

→相続人が大工工事業（一般）を事前に廃業することで承継可 

 

 

 

①建設業者の死亡後３０日以内

に相続について認可を申請  

※相続しない場合は廃業届等を提出 

許可行政庁 

被相続人 

建築（特定）  

大工（特定）  

 

相続人 

建築（特定）  

大工（一般）  

 

承継不可 

※一部のみの承継は不可 
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②特定建設業の許可を受けている者が、その許可に係る建設業のいずれか同一種

類の建設業に係る一般建設業の許可を受けている者の地位を受け継ぐケース 

 

 

 

 

 

→被相続人が土木工事業（一般）を事前に廃業することで承継可 

 

(3) 福島県知事へ認可申請できるケース（アかイのいずれかに該当すること） 

   ア 相続人及び被相続人のすべてが福島県知事許可業者である 

   イ 事業承継後、建設業を営む営業所が福島県内のみである 

    

   ※相続人又は被相続人のうち、１者でも福島県以外の許可を受けた建設業者が含ま

れる場合は、「国土交通大臣」の認可が必要になります。 

    国土交通大臣の認可を受けた場合は、速やかに福島県知事への報告が必要です。 

 

(4) 被相続人の許可の取扱い 

相続人が認可の申請をしたときは、被相続人の死亡の日からその認可を受ける日又 

はその認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした建設業の許可

は、その相続人に対してしたものとみなします。 

 

(5) 認可の要件 

   相続人に係る相続の認可については、建設業許可の要件を満たしているか、法第７

条、法第８条及び法第１５条を準用し、審査します。 

（建設業許可申請の手引 P2-6 参照） 

   なお、認可しようとする相続人に係る建設業許可又は相続人が受けている建設業の

許可について、既に付されている条件の取消や変更をしたり、新たに条件を付すこと

もあります。 

   認可を受けた相続人は、被相続人の建設業者としての地位を承継します。 

 

(6)許可番号 

   ア 相続人が建設業許可を持っていない場合 被相続人の許可番号を使用する  

イ 相続人が建設業者である場合 相続人が自身又は被相続人の許可番号のい

ずれかを選択できる 

 

(7)許可の期間 

認可の日の翌日から５年間 

 

被相続人 

建築（特定）  

土木（一般）  

相続人 

建築（特定）  

土木（特定）  

承継不可 

※一部のみの承継は不可 
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いずれか該当するもの  

いずれか該当するもの  

４ 認可申請の手続 

 (1) 認可申請に必要な書類 

認可申請に必要な書類は、別表９のとおりです。 

なお、認可の審査にあたっては、承継人及び相続人が許可要件等を満たしているこ

とが必要です。確認資料は「建設業許可申請の手引」別表５のとおりです。  

また、申請内容の確認のため必要な資料の提出や提示を求める場合がありますので

御了承ください。 

(2) 認可申請書類の入手先 

認可申請にあたっては、別表９に掲げた書類を、法令で定める様式により作成する

ことが必要となります。 

様式は、福島県土木部建設産業室のホームページからダウンロードしてください。  

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41025c/ninkashinsei.html 

(3) 認可申請書類の必要部数  

認可申請書類は、次のとおりです。  

・正本 １部   

・副本 １部 

・入力に必要な用紙の写し １部 
様式第二十二号の五、様式第二十二号の五別紙二、 
様式第二十二号の七、様式第二十二号の七別紙二、 
様式第二十二号の八、様式第二十二号の八別紙二、   
様式第二十二号の十、様式第二十二号の十別紙二、 
第七号、第七号別紙、 
様式第七号の二、様式第七号の二別紙一及び二、 
第七号の三、第八号、第十二号、第十三号） 

※第七号別紙、第七号の二別紙一及び二、第十二号、第十三号は、氏名にフリガナを

記載してください。 

(4) 申請書類の提出期限 

     審査や通知手続に時間を要するため、事前相談を済ませた上で、事業承継等予定日

の３０日前（土日祝日等の休日を除く）までに申請してください。 

      なお、事前相談は事業承継等予定日を決定する前でも受けておりますので、お早め

に御相談ください。 

(5) 申請書類の提出先 

申請書類の提出先は、主たる営業所（通常は本店）の所在地を管轄する各建設事務

所（「建設業許可申請の手引」別表８）です。 

申請書類は建設事務所に事前に電話予約の上、窓口に持参提出してください。  

※郵送による事前審査については、別紙「建設業認可申請受付事務における「書面

事前審査」の導入について」をご確認ください。 

 (6) 審査の標準的な処理期間 

申請書等を正式に受理してから審査のためにおよそ３０日程度（閉庁日を除く）要

します。 

(7) 認可申請に係る費用 

  申請手数料はかかりません。 
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(8) 代理申請 

   認可申請については、行政書士及び弁護士による代理申請が可能です。（行政書士

等以外の代理申請はできません）  

 (9) 認可申請の取下げ 

      認可申請書提出後、取下げ事由が発生した場合は、速やかに提出先の建設事務所に

連絡した上で、認可申請の取下げ願を提出してください。  

   提出部数は、正本と副本各１部です。  

 

５ 認可申請の結果 

(1) 認可 

申請書を受け付けた建設事務所において認可通知書の交付をしますが、その際に認

可申請書類の副本も返却します。この副本は、変更事項の届出、更新の申請のときに

書類作成の参考となりますので、大切に保管してください。  

認可通知書の再発行はいたしません（代表者が変更した場合も同様）ので、大切に

保管してください。  

(2) 認可の拒否  

審査の結果、要件に適合していない場合は、認可拒否通知書を交付します。その際、

併せて認可申請書類の副本も返却します。 

 

６ 認可通知後の手続  

  申請時に提出できない書類がある場合は、決められた期日までに提出してください。 

  （別表９参照）  

提出されない場合は、認可の取消し処分となりますので、御注意ください。  

  

その他、認可後に必要な手続については、「建設業許可申請の手引」別表６を御確認

ください。  

   



（注）新設法人とは、合併により新設された法人及び分割承継法人（新設分割により新設された法人に限る）とする。

承
継
人
等

許
可
有

承
継
人
等

許
可
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相
続
人

許
可
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相
続
人

許
可
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第２２号の５ 譲渡及び譲受け認可申請書 正１、副２ ○ ○ － －

第２２号の７ 合併認可申請書 正１、副２ ○ ○ － －

第２２号の８ 分割認可申請書 正１、副２ ○ ○ － －

　別紙１ 役員等の一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※事業承継等後に承継人に在籍する者の分 正１、副１ ○ ○ － －

　別紙２ 営業所一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※事業承継等後の営業所の一覧 正１、副２ ○ ○ － －

　別紙３ 専任技術者一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※事業承継等後に承継人に在籍する者の分 正１、副１ ○ ○ － －

第２２号の１０ 相続認可申請書 正１、副２ － － ○ ○

　別紙１ 営業所一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※相続後の営業所の一覧 正１、副２ － － ○ ○

　別紙２ 専任技術者一覧表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※相続後に相続人に在籍する者の分 正１、副１ － － ○ ○

第２号
工事経歴書                                                       ※承継人・被承継人それぞれ提出。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、工事の実績がない場合は省略可 正１、副１

○ ○ ○ ○

第３号
直前３年の各事業年度における工事施工金額　　　※承継人・被承継人それぞれ提出。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただし、工事の実績がない場合は省略可 正１、副１

○ ○ ○ ○

第４号 使用人数                                                          ※事業承継等後の使用人数 正１、副１ ○ ○ ○ ○

第６号 誓約書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※承継人、相続人のもの 正１、副１ ○ ○ ○ ○

成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書（法務局発行）
※提出は役員及び令第３条使用人分全員(相談役、顧問は不要）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※事業承継等後に承継人に在籍する者の分

原本１部 △ ○ △ ○

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また破産者で復権を得ないものに該当し
ない旨の市町村長の証明書（本籍地のある市町村発行）
※提出は役員及び令第３条使用人分全員(相談役、顧問は不要)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※事業承継等後に承継人に在籍する者の分

原本１部 △ ○ △ ○

第７号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 正１、副２ △ ○ △ ○

　別紙 常勤役員等の略歴書 正１、副２ △ ○ △ ○

第７号の２ 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 正１、副２ △ ○ △ ○

　別紙１ 常勤役員等の略歴書 正１、副２ △ ○ △ ○

　別紙２ 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 正１、副２ △ ○ △ ○

第７号の３

健康保険等の加入状況　　　　　　　　　　　　　　　  ※承継人、相続人のもの
                                                                     ※新設法人は、承継日から2週間以内に提出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（別途誓約書の提出が必要） 正１、副２

○ ○ ○ ○

第８号 専任技術者証明書（新規・変更）　　　　　　　　　　　※事業承継等後に承継人に在籍する者の分 正１、副２ △ ○ △ ○

技術検定合格証明書等の資格証明書 原本確認 △ ○ △ ○

第９号 実務経験証明書 正１、副１ △ ○ △ ○

卒業証明書 原本確認 △ ○ △ ○

第１０号 指導監督的実務経験証明書 正１、副１ △ ○ △ ○

第１１号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表　※事業承継等後に承継人に在籍する者の分 正１、副１ △ ○ △ ○

第１２号
許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等）の住所、生年月日等に関す
る調書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※事業承継等後に承継人に在籍する者の分 正１、副２

○ ○ ○ ○

第１３号
建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※事業承継等後に承継人に在籍する者の分 正１、副２

○ ○ ○ ○

定款 写し１部 ○ ○ － －

第１４号 株主（出資者）調書 正１、副１ △ ○ － －

第１５号 貸借対照表 正１、副１ ○ ○ － －

第１６号 損益計算書・完成工事原価報告書 正１、副１ ○ ○ － －

第１７号 株主資本等変動計算書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※承継人・被承継人それぞれ提出 正１、副１ ○ ○ － －

第１７号の２ 注記表 正１、副１ ○ ○ － －

第１７号の３
附属明細表
※特例有限会社を除く株式会社のうち、資本金１億円を超える会社、又は直前の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計
額が２００億円以上である会社が提出 正１、副１

○ ○ － －

第１８号 貸借対照表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※承継人・被承継人それぞれ提出 正１、副１ ○ ○ △ ○

第１９号 損益計算書 正１、副１ ○ ○ △ ○

                                                       ※承継人、相続人のもの
登記事項証明書　　　　　　　　　　　　　 　　※個人は、支配人が経営業務の管理体制に係る場合のみ提出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　  ※新設法人は、承継日から３０日以内に提出 原本１部

○ ○ ○ ○

第２０号 営業の沿革                                                     ※承継人、相続人のもの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　                ※新設法人は、承継日から３０日以内に提出 正１、副１

○ ○ ○ ○

第２０号の２ 所属建設業者団体　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ※承継人、相続人のもの
                                                                      ※新設法人は、承継日から３０日以内に提出 正１、副１

○ ○ ○ ○

事業税の納税証明書（納付すべき額及び納付済額）　の原本    ※承継人、相続人のもの
　　　　　　　　　　　　　※新設法人は法人設立届、相続は事業開始届を、承継日から３０日以内に提出

１部 ▲ ○ ▲ ○

第２０号の３ 主要取引金融機関名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※事業承継等後の取引金融機関名 正１、副１ △ ○ △ ○

第２２号の６ 誓約書       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※申請時に第７号の３を提出できない場合 正１、副１ ○ ○ － －

第２２号の１１ 誓約書       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※申請時に第７号の３を提出できない場合 正１、副１ － － ○ ○

大臣認可に係る届出
第２２号の９ 届出書（事業承継等） 正１、副１ ○ ○ ○ ○

第２２号の１２ 届出書（相続） 正１、副１ ○ ○ ○ ○

 別表9　　事業承継等及び相続の認可申請に必要となる書類の一覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

様式番号 提　出　書　類
提出部数

正：正本
副：副本

相続事業承継

該当するものいずれか

第７号か第７号の２の

いずれか提出

※事業承継等後に承継

人に在籍する者の分

法人の場合

個人の場合

○必要

△変更なければ省略可

▲省略可
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 別表9-2　　事業承継等及び相続の認可申請に必要となる書類の分冊について 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第２２号の５ 譲渡及び譲受け認可申請書 ○

第２２号の７ 合併認可申請書 ○

第２２号の８ 分割認可申請書 ○

　別紙１ 役員等の一覧表 ○

　別紙２ 営業所一覧表 ○

　別紙３ 専任技術者一覧表 ○

第２２号の１０ 相続認可申請書 ○

　別紙１ 営業所一覧表 ○

　別紙２ 専任技術者一覧表 ○

第２号 工事経歴書 ○

第３号 直前３年の各事業年度における工事施工金額 ○

第４号 使用人数 ○

第６号 誓約書 ○

成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書（法務局発行）
※提出は役員及び令第３条使用人分全員(相談役、顧問は不要）

○

成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また破産者で復権を得ないものに該当しな
い旨の市町村長の証明書（本籍地のある市町村発行）
※提出は役員及び令第３条使用人分全員(相談役、顧問は不要)

○

第７号 常勤役員等（経営業務の管理責任者等）証明書 ○

　別紙 常勤役員等の略歴書 ○

第７号の２ 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接に補佐する者の証明書 ○

　別紙１ 常勤役員等の略歴書 ○

　別紙２ 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書 ○

第７号の３ 健康保険等の加入状況　　　　　　※申請時に承継、相続後のものを提出可能であれば提出 ○

第８号 専任技術者証明書（新規・変更） ○

技術検定合格証明書等の資格証明書 ○

第９号 実務経験証明書 ○

卒業証明書 ○

第１０号 指導監督的実務経験証明書 ○

第１１号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の一覧表 ○

第１２号
許可申請者（法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等）の住所、生年月日等に関す
る調書

○

第１３号 建設業法施行令第３条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書 ○

定款 ○

第１４号 株主（出資者）調書 ○

第１５号 貸借対照表 ○

第１６号 損益計算書・完成工事原価報告書 ○

第１７号 株主資本等変動計算書　　　　　　　　　　　　　　　法人 ○

第１７号の２ 注記表 ○

第１７号の３

附属明細表
※特例有限会社を除く株式会社のうち、資本金１億円を超える会社、又は直前の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計
額が２００億円以上である会社が提出

○

第１８号 貸借対照表（個人） ○

第１９号 損益計算書（個人） ○

登記事項証明書　　　　　　　　　　　※個人は、支配人が経営業務の管理体制に係る場合のみ提出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  ※新設法人は、承継日から３０日以内に提出。

○

第２０号 営業の沿革　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　※新設法人は、承継日から３０日以内の提出も可 ○

第２０号の２ 所属建設業者団体　　　　　　　　　　　　　　　　　※新設法人は、承継日から３０日以内の提出も可 ○

事業税の納税証明書（納付すべき額及び納付済額）　の原本
　　　　　　　　　　　　　　　　※新設法人は法人設立届、相続は事業開始届を、承継日から３０日以内に提出

○

第２０号の３ 主要取引金融機関名 ○

第２２号の６ 誓約書       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※申請時に第７号の３を提出できない場合 ○

第２２号の１１ 誓約書       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※申請時に第７号の３を提出できない場合 ○

１

（

閲

覧

可

）

２
（

閲

覧

不

可
）

様式番号 提　出　書　類

該当するものいずれか

第7号か

第7号の２の

いずれか提出
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別表１０

様式番号 提出書類名

第22号の5 譲渡及び譲受け認可申請書 ①②は必ず提出。合併又は分割の場合は③④も提出。

第22号の7 合併認可申請書 ① 契約書の写し

第22号の8 分割認可申請書 ・ 新設分割の場合は、株主総会の承認を受けた新設分割計画書。

・ 法人成りの場合は、個人事業主と法人成り後の法人との譲渡契約書

②

③ 合併又は分割の方法及び条件が記載された書類

④ 合併比率説明書又は分割比率説明書

第22号の10 相続認可申請書 ① 戸籍謄本等（申請者と被相続人の関係が分かるもの）

②

建設業許可申請の手引別表５参照

※ 新設法人は、承継日から２週間以内に提出

第７号
常勤役員等（経営業務の管理責
任者等）証明書

第７号の２
常勤役員等及び当該常勤役員等を直
接に補佐する者の証明書 ※ 常勤性の確認については、承継日から２週間以内に提出

第８号 専任技術者証明書

第７号の3 健康保険等の加入状況

※
新設法人は、承継日から２週間以内に提出
（様式第２２号の６又は様式第２２号の１１の誓約書の提出が必要）

②特定建設業の許可を申請する場合

ア～ウのすべてを提出。

ア 承継人（相続人）の申請日の直前の決算期の財務諸表

ウ 許可申請直前の過去５年間、許可を受けて継続して建設業
を営業した実績を有すること

イ 500万円以上の残高証明、融資証明書、固定資産証明書
※発行後1ヵ月以内のもの。

新設法人は、申請後の提出も可。

ウ 承継後の財務諸表。
※出来次第すみやかに提出。

※事後確認の結果、特定建設業の財産要件を満たさない場合は、すみやかに一般建
設業に切り替える申請が必要です。

イ 500万円以上の残高証明、融資証明書、固定資産証明書
※発行後1ヵ月以内のもの。

新設法人は、申請後の提出も可。

確認書類

認可申請に係る提出書類の内容を確認するもの一覧

財産要件を確認できる書類

①一般建設業の許可を申請する場合

　建設業許可申請の手引別表５参照

　建設業許可申請の手引別表５参照

株主総会議事録、社員総会決議録、無限社員若しくは総社員の同意書のいずれか
一つ
※承継人、被承継人（被承継人が複数の場合はすべての被承継人）それぞれ提出。

ただし、個人事業主の場合は提出不要。

申請者以外に相続人がある場合は、申請者以外のすべての相続人からの、申請者が被相続
人の建設業許可業者としての地位を承継し、建設業を営むことに同意した誓約書（住所及
び氏名の記載があり、押印したもの）

（営業所・
法人番号の確認）

アかイのいずれか一つを提出。
ただし、ウに該当する場合は提出不要。

ア 自己資本額が５００万円以上である財務諸表
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